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平成２９年第１回訓子府町議会定例会会議録 

 

 

○議事日程(第５日目) 

平成２９年 ３月１６日（木曜日）       午前９時４０分開議 

 

第１１ 議案第１３号 町税条例等の一部を改正する条例の制定について 

第１２ 議案第１７号 訓子府町共同利用模範牧場設置及び管理条例の一部を改正する条 

           例の制定について 

第１３ 議案第 ７号 平成２９年度訓子府町一般会計予算について 

第１４ 議案第 ８号 平成２９年度訓子府町国民健康保険特別会計予算について 

第１５ 議案第 ９号 平成２９年度訓子府町後期高齢者医療特別会計予算について 

第１６ 議案第１０号 平成２９年度訓子府町介護保険特別会計予算について 

第１７ 議案第１１号 平成２９年度訓子府町下水道事業特別会計予算について 

第１８ 議案第１２号 平成２９年度訓子府町水道事業会計予算について 

第１９ 議案第１４号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

第２０ 議案第１５号 職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関 

           する条例の一部を改正する条例の制定について 

第２１ 議案第１６号 訓子府町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について 

第２２ 議案第１９号 オホーツク町村公平委員会規約の変更について 

第２４ 議案第１８号 第６次訓子府町総合計画について 

第２５ 報告第 １号 定期監査結果報告について 

第２６ 報告第 ２号 出納検査結果報告について 

第２７ 報告第 ３号 所管事務調査結果報告について 

第２８   ―    常任委員の選任について 

第２９   ―    議席の指定について 

第３０   ―    議会運営委員の選任について 

第３１   ―    議会広報特別委員会の設置について 
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○出席議員（１０名） 

        １番  上  原  豊  茂  君              ２番  須  河      徹  君 

        ３番  河  端  芳  惠  君              ４番  山  田  日出夫  君 

        ５番  工  藤  弘  喜  君              ６番  余  湖  龍  三  君 

        ７番  川  村      進  君              ８番  西  森  信  夫  君    

        ９番  堤      三樹磨  君            １０番  西  山  由美子  君 

         

○欠席議員（０名） 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した人 

 

              町              長      菊    池    一    春    君 

              副 町 長      佐    藤    明    美    君 

              総 務 課 長      森    谷    清    和    君 

              企 画 財 政 課 長      伊    田          彰    君 

              町 民 課 長      原    口    周    司    君 

              福 祉 保 健 課 長      谷    方    幸    子    君 

              農 林 商 工 課 長      遠    藤    琢    磨    君 

              建 設 課 長      山    内    啓    伸    君 

              上 下 水 道 課 長      山    本    正    徳    君 

              会 計 管 理 者      八    鍬    光    邦    君 

              教 育 長      林          秀    貴    君 

              管 理 課 長      森    谷          勇    君 

              子 ど も 未 来 課 長      渡    辺    克    人    君 

              社 会 教 育 課 長      高    橋          治    君 

              図 書 館 長      三    好    寿 一 郎    君 

              農業委員会事務局長      中    山    信    也    君 

              農 業 委 員 会 長      清    井    敏    行    君 

              監 査 委 員      山    田          稔    君 

 

○職務のため出席した事務局職員 

              議 会 事 務 局 長      夏    井    宏    樹    君 

              議 会 事 務 局 係 長      本    庄    朋    美    君 

 



 - 3 - 

開議 午前 ９時４０分 

    ◎開議の宣告 

○議長（上原豊茂君） おはようございます。 

 それでは、定刻になりました。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 本日の出欠報告をいたします。本日は、９名の出席であります。 

 須河徹議員から遅参する旨の届け出が出ております。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配布してあるとおりであります。 

 

    ◎議案第１３号、議案第１７号、議案第 ７号、議案第 ８号、議案第 ９号、 

     議案第１０号、議案第１１号、議案第１２号 

○議長（上原豊茂君） これより一括議題の議案第１３号、議案第１７号、議案第７号、

議案第８号、議案第９号、議案第１０号、議案第１１号、議案第１２号について、質疑、

討論、採決をいたします。 

 お諮りいたします。 

 一括議題の議案は予算審査特別委員会に付託し、委員については、議長を除く全員で行

いましたので、委員長報告は会議規則第４１条第３項の規定により省略することとし、質

疑についても省略し、これより討論を行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 異議なしと認めます。 

 よって、委員長報告ならびに質疑を省略し、これより一括議題の討論を行います。 

 討論にあたっては、議案番号を指定してから討論願います。 

 まず、各案に対する反対討論の発言を許します。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 次に、各案に対する賛成討論の発言を許します。 

 賛成討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより一括議題の議案第１３号、議案第１７号、議案第７号、議案第８号、議案第９

号、議案第１０号、議案第１１号、議案第１２号の採決をいたします。 

 討論のなかった案件については一括採決をいたします。 

 議案１３号、議案第１７号、議案第７号、議案第８号、議案第９号、議案第１０号、議

案第１１号、議案第１２号は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第１３号、議案第１７号、議案第７号、議案第８号、議案第９号、議案第
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１０号、議案第１１号、議案第１２号は、いずれも原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第１４号、議案第１５号、議案第１６号、議案第１９号 

○議長（上原豊茂君） これより提案理由の説明が終わっております議案第１４号、議案

第１５号、議案第１６号、議案第１９号について、各案ごとに質疑、討論、採決をいたし

ます。 

 最初に議案第１４号の質疑を行います。１人３回まで質疑を行えます。議案書９３ペー

ジです。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第１４号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１５号の質疑を行います。議案書９５ページです。１人３回まで質疑を行

えます。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第１５号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１６号の質疑を行います。議案書１０６ページです。１人３回まで質疑を

行えます。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 
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 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより、議案第１６号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１９号の質疑を行います。議案書１１３ページです。１人３回まで質疑を

行えます。 

 ご質疑ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終了いたします。 

 これより討論を行います。 

 討論ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 討論がないようですので、これをもって討論を終了いたします。 

 これより議案第１９号の採決を行います。 

 本案を原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

    ◎議案第１８号 

○議長（上原豊茂君） 次に、日程第２４、議案第１８号 第６次訓子府町総合計画につ

いてを議題といたします。議案書１１２ページです。 

 平成２８年１２月１５日、第４回定例会において、特別委員会に審査を付託した第６次

訓子府町総合計画についての件が委員長より報告書が提出されましたので、職員に朗読さ

せます。 

○議会事務局長（夏井宏樹君） それでは、議案書１１２ページになります。 

 議案第１８号 第６次訓子府町総合計画について。 

 平成２８年１２月１３日開会の第４回訓子府町議会定例会において、第６次訓子府町総

合計画審査特別委員会に付託した標記の事件について、委員長から次のとおり審査報告書

の提出があった。 

平成２９年３月７日提出 

訓子府町議会議長 上 原 豊 茂 

記 

 平成２９年２月８日 

訓子府町議会議長 上原 豊茂 様 

第６次訓子府町総合計画審査特別委員会 
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委員長 河 端 芳 惠 

   第６次訓子府町総合計画審査特別委員会審査報告書 

 本委員は、平成２８年１２月１５日に審査を付託された「議案第７８号 第６次訓子府

町総合計画について」を平成２９年２月６日から２月８日までの３日間、これを審査した

結果、原案を可決すべきものと決定したので報告します。 

 以上であります。 

○議長（上原豊茂君） 本案は全議員による特別委員会の審査でありますので、質疑は省

略いたしたいと思います。 

 これより議案第１８号の採決を行います。 

 本案を委員長報告のとおり決定することに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 

    ◎報告第１号 

○議長（上原豊茂君） 日程第２５、報告第１号 定期監査結果報告についてを議題とい

たします。議案書１１６ページです。 

 職員に報告を朗読させます。 

○議会事務局長（夏井宏樹君） 議案書の１１６ページをお開き願います。 

 報告第１号 定期監査結果報告について。 

 監査委員から定期監査について、次のとおり報告があった。 

 平成２９年３月７日提出、訓子府町議会議長 上原豊茂。 

記 

別     紙 

 次のページ、１１７ページをお開きください。 

 平成２９年２月３日 

訓子府町議会議長 上 原 豊 茂 様 

訓子府町監査委員 山 田   稔 

訓子府町監査委員 工 藤 弘 喜 

平成２８年度 定期監査の結果報告について 

 地方自治法第１９９条第９項の規定によって、平成２８年度の定期監査の結果を報告し

ます。 

記 

平成２８年度 定期監査結果報告書  別   紙 

 １１９ページをお開き願います。 

 ３．「監査結果及び意見」という項目がございます。 

 この項目のみを朗読させていただきまして、それ以外の報告書の資料につきましては、

説明を省略させていただきたいと思います。 

 ３．「監査結果及び意見」 

 平成２８年度定期監査は、平成２８年１２月３１日現在の一般会計、特別会計、企業会
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計の６会計について、事務事業の執行状況と経営管理等を中心に監査を実施しました。 

 監査内容は、各課等の個別項目として本年度の担当事務事業のうち１１項目（別紙１参

照）を中心に、また共通項目としては備品の購入状況と廃棄備品の処分状況および各課等

が担当している各種団体等（別紙１参照）の経理事務のうち特に経理管理状況について、

それぞれの課等から事前に提出された資料をもとに担当職員の説明を受け、質疑などを行

い関係書類の突合・点検を通じ監査を行いました。 

 この結果、監査項目の事務事業、経理管理については法令にのっとり適正な執行管理が

行われていることを認めます。 

 なお、訓子府町のまちづくりのための計画は各部門ごとに多くのものが策定されていま

す。特に総合的な計画としては、訓子府町過疎地域自立促進市町村計画（計画期間 平成２

８年度～平成３２年度）、訓子府町公共施設等総合管理計画（計画期間 平成２８年度～平

成３７年度）、第６次訓子府町総合計画（案）（計画期間 平成２９年度～平成３８年度）が

あり、本年度、来年度がスタートとなる重要な時であります。 

 これらの計画事業の実現には、多額の資金が必要となるため、事業計画と合わせ、資金

計画についても入念な準備をもってあたられることを望みます。 

 以上であります。 

○議長（上原豊茂君） 以上で本報告を終わります。 

 

    ◎報告第２号 

○議長（上原豊茂君） 次に、日程第２６、報告第２号 出納検査結果報告についてを議

題といたします。議案書１３１ページです。 

 職員に報告を朗読させます。 

○議会事務局長（夏井宏樹君） 議案書の１３１ページをお開き願います。 

 報告第２号 出納検査結果報告について。 

 監査委員から出納検査について、次のとおり報告があった。 

 平成２９年３月７日提出、訓子府町議会議長、上原豊茂。 

出納検査結果報告 

 地方自治法第２３５条の２第１項による例月出納検査を、平成２９年１月１１日町会計

管理者等に対し執行したので、その結果を次のとおり報告します。 

記 

１．出納事務は適法に行われ、異状ないものと認める。 

訓子府町議会議長 上 原 豊 茂 様 

平成２９年１月１１日 

訓子府町監査委員 山 田   稔 

訓子府町監査委員 工 藤 弘 喜 

 次のページ、１３２ページ、１３３ページ、１３４ページにつきましては、説明を省略

させていただきまして、１３５ページをお開き願います。 

出納検査結果報告 

 地方自治法第２３５条の２第１項による例月出納検査を、平成２９年２月１０日町会計

管理者等に対し執行したので、その結果を次のとおり報告します。 
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記 

１．出納事務は適法に行われ、異状ないものと認める。 

訓子府町議会議長 上 原 豊 茂 様 

平成２９年２月１０日 

訓子府町監査委員 山 田   稔 

訓子府町監査委員 工 藤 弘 喜 

 次のページ、１３６ページ、１３７ページ、１３８ページにつきましても、先ほどと同

様、説明を省略させていただきます。続きまして、３月７日に追加で配布させていただき

ました３月分の例月出納検査結果報告についてご説明申し上げます。１３９ページでござ

います。 

出納検査結果報告 

 地方自治法第２３５条の２第１項による例月出納検査を、平成２９年３月６日町会計管

理者等に対し執行したので、その結果を次のとおり報告します。 

記 

 １．出納事務は適法に行われ、異状ないものと認める。 

 訓子府議会議長 上 原 豊 茂 様 

平成２９年３月６日 

訓子府町監査委員 山 田   稔 

訓子府町監査委員 工 藤 弘 喜 

 次のページの１４０ページ、１４１ページ、１４２ページにつきましても、先ほどと同

様、説明を省略させていただきます。 

 以上でございます。 

○議長（上原豊茂君） 以上で、本報告を終わります。 

 

    ◎報告第３号 

○議長（上原豊茂君） 次に、日程第２７、報告第３号 所管事務調査結果報告について

を議題といたします。議案書１４３ページです。 

 二つの常任委員会から平成２８年度閉会中に実施した所管事務調査について、会議規則

第４１条第１項の規定により、各常任委員長から報告をいただきます。 

 まず最初に、総務文教常任委員会からお願いいたします。 

 ３番、河端芳惠君。 

○３番（河端芳惠君） ただいま、議長からのお許しをいただきましたので、平成２８年

度総務文教常任委員会所管事務調査の結果について、ご報告申し上げます。 

 この所管事務調査につきましては、平成２８年第２回定例会におきまして、平成２８年

４月１日から平成２９年３月３１日までの間、閉会中も継続調査できるよう議決を受け、

実施したものであります。 

 具体的な調査および質疑の内容については省略いたしますが、平成２９年１月１３日に

は、委員会としての最終的な協議を行い、全委員の一致した意見として、報告書のとおり

調査所見としてまとめましたので、今後の町政執行にご配慮いただきたいと思います。 

 なお、その内容につきましては、調査所見の朗読をもって、報告にかえさせていただき
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たいと思います。 

 （１）入札執行状況については、適正な入札結果ではあるが、予定価格の作成にあたっ

ては、算出根拠が的確となるよう、引き続き努めることを望むものである。 

 （２）まちづくり推進会議については、各推進委員がより意見を出しやすくするために

運営方法の工夫など、具体的な改善を求めるものである。 

 まちづくりパワーアップ特別対策事業については、新規事業や地域コミュニティーへの

支援として、その成果が認められるところであり、今後とも事業の継続・拡充、周知の徹

底を望むものである。 

 車座トークなど広聴事業については、今後も継続し幅広い町民からの意見聴取の場の確

保・拡充を望むものである。 

 （３）国民健康保険事業については、今後においても事業の健全な運営を目指し、本町

の疾病の傾向を見極め、それに合わせた予防事業の充実を望むものである。 

 短期証や資格証明書の取り扱い、発行にあたっては、これまでと同様に家族構成や生活

実態に配慮した対応を継続していくことを望むものである。 

 （４）税の収納状況については、職員の徴収努力により、その成果が認められるところ

である。 

 なお、税の公平性の原則からも引き続き、滞納繰越額の縮減と新たな滞納者の抑制のた

め、努力を求めるものであるが、これまでと同様、滞納者の課税状況や生活実態に配慮し

た対応を望むものである。 

 （５）各種福祉施策については、こども医療費助成事業の対象が中学生まで拡大され、

子育て支援の事業としての効果を評価するものである。 

 介護保険事業については、要介護１・２の方の施設サービス利用において、保険者とし

て利用者の実態に十分配慮した対応を今後も望むものである。 

 認知症高齢者見守り事業については、今後も一層重要な取り組みとなるため、その充実

を求めるものである。 

 （６）児童センターについては、子育て・教育面等において大きな効果が認められ、今

後とも利用者の声を生かして安全で安心できるセンターとしての充実に努めることを望む

ものである。 

 （７）各種予防業務の実施については、各種事業内容は充実していると認められる。今

後においてもＰＲの継続により、事業の重要性を町民に広く理解してもらい、参加をより

一層促進していくことを望むものである。 

 （８）子育て支援センターについては、子育て世代の母親などの交流の場、情報交換の

場として、保護者の成長にも効果が認められ、さらに充実・発展的な展開を望むものであ

る。 

 （９）こども園の運営については、関係者の努力の成果により幼稚園・保育園一体化へ

円滑に移行するとともに、異年齢教育・保育の効果が見られる。引き続き、運営に万全を

期すことを望むものである。 

 （10）町営温水プールについては、町民へのスポーツの普及と健康管理を目的とした事

業の継続・推進により、さらなる利用拡大を目指すことを望むものである。 

また、事故防止に最善を尽くしながら、管理経費の縮減のための工夫をさらに望むもので
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ある。 

 （11）図書館の運営については、今後も図書の利用拡大に向けた取り組みの継続及び充

実を望むものである。 

 歴史館の運営については、これまでの歴史を収集した伝承資料の整備や活用などで、後

世に残す地道な取り組みを望むものである。 

 （12）その他委員会の所管に関する事項 

 ①開基１２０年記念事業については、各事業ともに成功に終え、一定の評価をするもの

である。この事業効果を今後のまちづくりのスタートと位置づけ、継承していくことを求

めるものである。 

 ②地域担当職員制度については、地域とのパイプ役としてその活動は一定程度定着しつ

つあり、その成果が認められるところであるが、地域と行政の距離を一層縮めることを望

むものである。 

 ③要保護・準要保護児童・生徒就学援助及び奨学資金貸付制度については、子どもの教

育、学習機会を保障するため、今後も継続しさらに充実を図ることを望むものである。 

 ④ふるさと納税については、一定のＰＲ効果を認めるものであり、今後も事業継続を望

むものである。 

 ⑤地域巡回講座については、一層のＰＲを含めて事業の充実を望むものである。 

 以上をもって、総務文教常任委員会所管事務調査結果報告とさせていただきます。 

○議長（上原豊茂君） 次に、産業建設常任委員会からお願いいたします。 

 ８番、西森信夫君。 

○８番（西森信夫君） それでは、議長からのお許しをいただきましたので、平成２８年

度産業建設常任委員会所管事務調査の結果について、ご報告申し上げます。 

 所管事務調査の経過につきましては、先ほど総務文教常任委員会のところで述べられて

いましたので、省略させていただくこととし、本委員会においても平成２９年１月１２日

に委員会としての最終的な協議を行い、全委員の一致した意見として、報告書のとおり調

査所見としてまとめましたので、今後の町政執行にご配慮いただきたいと思います。 

 なお、その内容については、総務文教常任委員会同様、調査所見の朗読をもって、報告

にかえさせていただきたいと思います。 

 （１）農業振興については、今後もＴＰＰに関する国内外の動向、情報を把握するとと

もに、その方向性に十分注視しながら関係団体などと連携し、行政として必要な取り組み

を講じていくことを望むものである。 

 新規就農者支援事業については、定住にも効果が認められるところであるが、本町の基

幹産業である農業が将来にわたって持続的に発展していくために新規就農者及び後継者対

策については、支援施策の一層の推進と制度周知に努めることを望むものである。 

 農業委員会の改革においては、農業委員と農業者の声を十分に聴き、新制度への円滑な

移行を望むものである。 

 （２）畜産振興については、酪農家の安定経営にとって町営牧場の役割は大きく、今後

ともその役割を十分果たしていくため、入牧牛の確保及び受け入れた家畜の安全で適切な

管理と良質な草地の維持に努めていくとともに、牧場運営のための施設・設備の安全性向

上を望むものである。 
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 また、酪農・畜産農家の減少は、本町の農業全体にとってもその影響が懸念されるとこ

ろであり、ＪＡや関係団体と十分に連携し支援制度拡充に向け、国などに対し強く求めて

いくことを望むものである。 

 （３）中小企業の振興については、商工業の振興策として実施されてきた住環境リフォ

ーム促進事業は町内の経済効果・町民生活の充実に大きく貢献しているものと評価できる。

今後においても、利用者ニーズなどを把握し、制度拡充も検討しながら事業の継続を求め

るものである。 

 さらに、店舗出店等支援事業、店舗改修事業などを含む商店街振興対策については、活

用実績も伸びており、今後も街並みの活性化及び将来のまちづくりともあわせた施策の展

開と支援の継続を望むものである。 

 （４）堆肥供給センターについては、良質でさらに利用者のニーズに応じた堆肥の供給

を図るため、施設の適切な管理に努めることを望むものである。 

 （５）温泉保養センターの運営については、適切な管理のもと維持管理経費の縮減に努

めることを求めるとともに、町民の健康増進とやすらぎの場とするため、より多くの利用

者の声を聞き、施設の改善などを検討し、利用者拡大につなげていくことを望むものであ

る。 

 （６）町営住宅及び町有住宅の維持管理については、住宅使用料の滞納額の解消への努

力が認められるところであり、今後は滞納の抑制を図るため、住み替えも含めた相談体制

の充実を望むものである。 

 また、これからの町営住宅の整備にあたっては、低家賃の住宅の確保や高齢化社会での

地域コミュニティーの形成と複合的機能をあわせた住宅政策の構築を図るとともに、民間

との事業展開の検討など事業費縮減に努めることを望むものである。 

 （７）建築及び土木事業の執行については、今後とも財政健全化の推進を図りながらも、

計画的な公共工事の執行を望むものである。 

 さらに、今後予定される大型事業の計画にあたっても、町民の理解を得られるよう関係

者などと十分協議した中で進めるとともに、事業費の十分な精査と財源確保の努力を求め

るものである。 

 （８）下水道事業の運営については、施設の適切な管理と計画的な整備を行いながら、

機能維持に努めていくことを望むものである。 

 （９）上水道事業の運営については、安全で安定した水道水の供給に万全を期すととも

に、今後とも水資源の有効活用のためにも有収率の向上に努めていくことを求めるもので

ある。 

 さらに、老朽管の更新計画については、町民の理解を得ながら水道ビジョンを基に具体

的な計画を策定し推進することを望むものである。 

 （10）道路・河川の維持については、被災箇所の早急な復旧を行うとともに、災害など

により恒常的に被災する箇所の解消が望まれるところである。 

 また、道路・河川・橋梁などの改修に関わる財源の確保のため、国などに対し引き続き

制度拡充を求めていくことを望むものである。 

 （11）公園の管理状況については、遊具の日常点検とあわせ樹木の適切な管理を図り、

公園内での事故防止に努めることを望むものである。 
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 また、レクリエーション公園に関しては、町民の憩いの場として利用も多く、今後にお

いては公園としての施設のあり方について見直しの検討を望むものである。 

 （12）町有林の維持管理については、森林の持つ多面的機能の維持と町の財産としてそ

の価値を高めていくため、森林整備などに関わる財源確保を引き続き国に対し求めていく

とともに、町職員の専門的知識の習得をあわせ、新生紀森林組合をはじめとする関係機関

と連携を図り、適切な管理に努めていくことを望むものである。 

 さらに、原木価格の市場動向を見極め、また、森林認証の活用・ＰＲなどにより、木材

産業活性化への施策の推進を図ることを求めるものである。 

 （13）その他委員会の所管に関する事項 

 随意契約などの小規模工事の執行に当たっては、地元業者にも考慮しながら、なおかつ

公平で公正な執行を望むものである。 

 以上をもって、産業建設常任委員会所管事務調査結果報告とさせていただきます。 

○議長（上原豊茂君） 以上をもって、所管事務調査結果報告を終了いたします。 

 この後、常任委員会等の選任がありますので、説明員の方は退室願います。 

 再度のご参集につきましては、事務局からお知らせいたしますので、よろしくお願いい

たします。 

 これより暫時休憩いたします。 

 

休憩 午前１０時１６分 

再開 午前１０時３５分 

 

○議長（上原豊茂君） それでは、再開いたします。 

 

    ◎常任委員の選任について 

○議長（上原豊茂君） 日程第２８、常任委員の選任についてを議題といたします。 

 事務局長から説明を行います。 

○議会事務局長（夏井宏樹君） それでは議案書の１５０ページをお開きいただきたいと

思います。 

 常任委員の選任について。 

 訓子府町議会委員会条例第７条第４項の規定により常任委員を次のとおり指名選任する

ものであります。 

 議案の下の説明欄にありますように、各委員の任期が４月３０日で満了するため、指名

選任するものです。 

 委員会条例第２条では、総務文教常任委員５人、産業建設常任委員５人の定数となって

おります。 

 第３条におきましては、常任委員の任期は２年とすることになっております。 

 また、常任委員の選任にあたっては、議会運営基準第１０５項により、あらかじめ議長

が本人の希望を聴取し、調整の上、会議に諮って指名することとなっております。これに

ついては、昨日の夕方、各議員より議長に希望調書を提出していただいております。議長

が調整の上、今回、指名選任するものであります。 
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 以上であります。 

○議長（上原豊茂君） それでは、常任委員の選任について、委員会条例第７条第４項の

規定により、総務文教常任会委員に西森信夫君、堤三樹磨君、余湖龍三君、川村進君、西

山由美子君、産業建設常任委員に河端芳惠君、山田日出夫君、須河徹君、工藤弘喜君、私、

議長の上原と以上の５名であります。 

 以上のとおり指名したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名されたとおり常任委員を選任することに決定いたしました。 

 それでは、ここで午前１０時５５分まで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１０時３７分 

再開 午前１０時５６分 

 

○議長（上原豊茂君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

 休憩中に各委員会が開かれ、委員長および副委員長の互選が行われましたので、事務局

長に報告をさせます。 

○議会事務局長（夏井宏樹君） それでは私の方からご報告を申し上げます。 

 総務文教常任委員会委員長に西森信夫議員、副委員長に堤三樹磨議員、産業建設常任委

員会委員長に須河徹議員、副委員長に河端芳惠議員が互選されました。 

 以上でございます。 

○議長（上原豊茂君） 以上をもって、委員長、副委員長の選任の報告を終わります。 

 

    ◎議席の指定 

○議長（上原豊茂君） 日程第２９、議席の指定についてを議題といたします。 

 議席の変更については会議規則第４条第３項の規定により、議長において指定いたしま

す。 

 事務局長より議席番号を朗読させます。 

○議会事務局長（夏井宏樹君） それでは、ご報告申し上げます。 

 １番、余湖龍三議員、２番、川村進議員、３番、西森信夫議員、４番、堤三樹磨議員、

５番、西山由美子議員、６番、上原豊茂議員、７番、工藤弘喜議員、８番、須河徹議員、

９番、河端芳惠議員、１０番、山田日出夫議員で、今ある議席の７番の川村議員の席が札

だけ２番になります。あとは変わりないです。その番号どおりになっております。 

 以上です。 

○議長（上原豊茂君） 以上をもって議席の指定についての件を終了いたします。 

 

    ◎議会運営委員の選任について 

○議長（上原豊茂君） 日程第３０、議会運営員の選任についてを議題といたします。議

案書１５１ページです。 

 議会運営委員の選任については、訓子府町議会委員会条例第７条第４項の規定により、
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余湖龍三君、西山由美子君、河端芳惠君、山田日出夫君、以上のとおり指名いたします。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 異議なしと認めます。 

 よって、ただいま指名いたしました４名の諸君を議会運営委員に選任することに決定い

たしました。 

 ここで午後１１時１５分まで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１５分 

 

○議長（上原豊茂君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

 議会運営委員の選出につきまして発表いたします。 

 正副委員長の互選が行われました。委員長に余湖龍三君、副委員長に河端芳惠君が互選

されましたので報告いたします。 

 

    ◎議会広報特別委員会の設置について 

○議長（上原豊茂君） 日程第３１、議会広報特別委員会の設置についてを議題といたし

ます。議案書１５２ページです。 

 議会広報発行に関する調査のため、議長を除く全議員で構成する議会広報特別委員会を

設置し、これに付託の上、調査することといたします。なお、委員の定数は議長を除く９

名、議会閉会中も継続して協議、調査できることとし、委員の任期は広報発行規定第２条

第４項の規定に基づき、常任委員の任期としたします。 

 これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 異議なしと認めます。 

 よって、議会広報特別委員会を設置することを決定いたしました。 

 ここで午前１１時２５分まで休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時１６分 

再開 午前１１時２５分 

 

○議長（上原豊茂君） 休憩前に戻り、会議を再開いたします。 

 休憩中に議会広報特別委員会が開かれ、委員長および副委員長の互選が行われました。 

 委員長に山田日出夫君、副委員長に堤三樹磨君が互選されましたので報告いたします。 

 ここで午前１１時４０分まで暫時休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時２６分 

再開 午前１１時４０分 
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○議長（上原豊茂君） 休憩を解き、会議を再開いたします。 

 

    ◎閉会の議決 

○議長（上原豊茂君） 以上をもって、本定例会に付議された案件の審議は全部終了いた

しました。 

 よって、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」との声あり） 

○議長（上原豊茂君） 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。 

 

    ◎閉会の宣告 

○議長（上原豊茂君） これにて、平成２９年第１回訓子府町議会定例会を閉会いたしま

す。 

 ご苦労さまでした。 

 

 

閉会 午前１１時４１分 


